
 

 

 

土地売買契約書（標準契約書 ）  

 

 

 

  売主東京都を甲とし、買主                を乙とし、甲乙間において、次の条項により土

地売買契約を締結する。 

 

（売買物件及び売買代金） 

第１条  甲は、その所有する次に掲げる土地（以下「この土地」という。）を、 

  金                      円をもって乙に売り渡す。 

 

所                在 地    目 地      積 

 

 

 

宅    地 

 

             ㎡ 

 

（契約保証金）  

第２条 乙は、この契約に関し、契約保証金として金       円を、この契約の

締結と同時に、甲の発行する納付書により、その指定する場所において納付しなけれ

ばならない。  

２ 前項の契約保証金には、利息をつけないものとする。  

３ 第１項の契約保証金は、第１条の売買代金の一部に充当するものとする。  

４ 第１項の契約保証金は、乙の責めに帰すべき理由により、この契約が解除されたと

きは、甲は、その返還義務を負わないものとする。  

 

（売買代金の支払い） 

第３条  乙は、第１条の売買代金を、甲の発行する納入通知書により、その指定する場所にお

いて平成    年    月    日までに支払わなければならない。 

 

（延滞金） 

第４条  乙は、第１条の売買代金を前条に定める期限までに支払わないときは、その翌日から

支払いの日までの日数に応じ、当該支払金額につき年１４．６パーセントの割合で計算した

延滞金を甲に支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏年の日を

含む期間についても３６５日当たりの割合とする。 

 



 

 

（充当の順序） 

第５条  甲は、乙が第１条の売買代金及び前条の延滞金を支払うべき場合において、現実に納

付のあった金額が売買代金及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、売買代金の順

序で充当する。 

 

（境界の確認） 

第６条  この土地については、この契約の締結後、甲と乙との立会いのもとで境界を確認する。 

 

（所有権の移転及び物件の引渡し） 

第７条  この土地の所有権は、乙が第１条の売買代金の支払いを完了したときに、甲から乙に

移転するものとする。 

２  この土地は、前項の規定によりその所有権が移転したときに、乙に対し現状のまま引渡し

があったものとする。 

 

（所有権の移転及び買戻し特約の登記） 

第８条  甲は、前条第１項の規定によりこの土地の所有権が移転した後に、第１６条第３項に

よる買戻特約の登記承諾書を添付した乙の所有権移転登記請求書に基づいて、遅滞なく所有

権移転及び買戻特約の登記を嘱託するものとする。 

２  前項の登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（用途の指定及び指定期間） 

第９条  乙は、この土地を、この契約の締結の日から１０年間（以下「指定期間」という。）

は、                    業を営むための施設及びそれに附帯する施設のための用地として

使用しなければならない。 

２  乙は、指定期間内において、やむを得ない事由によりこの土地を前項に定める用途に使用

できない場合は、あらかじめ変更を必要とする事由、変更後の用途を記載した書面をもって、

甲の承認を受け、その用途に使用しなければならない。 

 

（業務開始指定期日） 

第１０条  乙は、平成    年    月    日（以下「指定期日」という。）までに、この土地に

おいて業務を開始しなければならない。 

２  乙は、やむを得ない事由により指定期日までに業務を開始できない場合は、あらかじめ延

期を必要とする事由及び業務を開始する日を記載した書面をもって甲の承認を受け、甲の承

認した日までに業務を開始しなければならない。 

３  乙は、前２項の規定に基づき業務を開始したときは、業務を開始した日から、１０日以内

に甲に書面をもって届け出なければならない。 

 



 

 

（土地利用計画の承認） 

第１１条  乙は、この土地を第９条に定める用途に使用しようとするときは、あらかじめ甲が

指定する内容を記載した土地利用計画書をもって、甲の承認を受けなければならない。 

２  乙は、指定期間満了の日以前において、前項に定める計画を変更しようとするときは、あ

らかじめ書面をもって甲の承認を受けなければならない。 

３  乙は、前２項に定める承認を受けないで、建築の確認を申請し、又は工事に着手してはな

らない。 

 

（処分等の制限） 

第１２条  乙は、指定期間満了の日以前において、この土地の所有権を移転し、又はこの土地

に地上権、質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権

利を設定しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。 

 

（実地調査等） 

第１３条  甲は、指定期間満了の日以前において、第９条から前条までに定める乙の義務の履

行状況を確認するため、必要に応じ報告を求め、又は随時に実地調査を行うことができる。 

２  乙は、前項の実地調査等に協力しなければならない。 

 

（地中障害物等の補償） 

第１４条 乙がこの土地に第１１条の承認に基づく施設を設置するに当たり、重大な支障とな

る障害物等の埋存を甲が認めた場合には、甲は、甲の定める臨海地域における障害物等に係

る補償の方針に基づき、算出した額を補償するものとする。 

２ 前項の定めによる補償は、第７条第１項に定める所有権移転の日から起算して５年以内に、

乙が甲に請求しなければならない。 

 

（違約金） 

第１５条  乙は、第９条から第１２条までに定める義務に違反したときは、甲の請求により第

１条の売買代金の１００分の１５に相当する金額を、違約金として甲に支払わなければなら

ない。 

２  前項の違約金は、第２０条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

 

（買戻し） 

第１６条  甲は、乙が次の各号の一に該当した場合は、この土地を買い戻すことができる。 

 (1)  第９条に定める義務に違反したとき。 

 (2)  第１０条第１項又は第２項に定める義務に違反したとき。 

 (3)  第１１条に定める義務に違反したとき。 

 (4)  第１２条に定める義務に違反したとき。 



 

 

２  甲が、前項の規定によりこの土地を買い戻すことができるのは、指定期間満了の日以前と

する。 

３  乙は、前２項に定める買戻しの特約について、登記することを承諾するものとする。 

 

（契約の解除） 

第１７条  甲は、乙が次の各号の一に該当した場合は、催告のうえ、この契約を解除すること

ができる。 

 (1) 第３条に定める義務に違反したとき。 

 (2)  第９条に定める義務に違反したとき。 

 (3)  第１０条第１項又は第２項に定める義務に違反したとき。 

 (4)  第１１条に定める義務に違反したとき。 

 (5)  第１２条に定める義務に違反したとき。 

 (6)  第１５条第１項に定める義務に違反したとき。 

 

（原状回復） 

第１８条  乙は、甲が第１６条の規定により買戻しをし、又は前条の規定によりこの契約を解

除したときは、甲の指定する期日までに、乙の負担で、この土地を原状に回復して甲に返還

しなければならない。 

２  乙は、前項の規定によりこの土地を返還するときは、甲の指定する期日までに、この土地

の所有権移転登記承諾書を甲に提出しなければならない。 

 

（返還金等） 

第１９条  甲は、第１６条の規定により買戻しをするとき、又は第１７条の規定によりこの契

約を解除したときは、乙の支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息をつ

けない。 

２  甲は、第１６条の規定により買戻しをするとき、又は第１７条の規定によりこの契約を解

除したときは、乙の負担した契約の費用、乙が支払った違約金及び乙が支出した必要費、有

益費その他一切の費用は返還し、又は償還しない。 

３  乙は、甲が第１６条の規定により買戻しをし、又は第１７条の規定によりこの契約を解除

した場合であっても、第１５条に定める違約金及び第２０条に定める損害賠償金を支払わな

ければならない。 

４  甲は、第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第１５条に定める違約

金又は第２０条に定める損害賠償金を支払うべき義務があるときは、返還すべき売買代金と

これらの違約金等の対等額について相殺する。 

 

（損害賠償） 

第２０条  甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないために損害を受けたときは、その損



 

 

害の賠償を請求することができる。 

 

（契約の費用） 

第２１条  この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（管轄裁判所） 

第２２条  この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地

を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。 

 

（疑義の決定等） 

第２３条  この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事

項については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。 

 

 

  甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その１通を保有する。 

 

 

 

 

 

 

 

    平成    年    月    日 

 

 

                                  東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

                        甲          東    京    都 

                                      契 約 担 当 者 

                                      港  湾  局  長         
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